
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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住宅 低層一般住宅の建ち並ぶ
住宅地域

祖師ヶ谷大蔵780 m

特にない。 基準方位北、４．
４ｍ区道

祖師ケ谷大蔵駅　南方
780 m

景気は企業業績・個人消費とも好調で不動産需要は底堅い。しかし、
今後は金利や物価動向等の影響が懸念される。

地域要因に特段の変動はない。住宅地として環境が良く、駅徒歩圏内
の住宅地需要は底堅く、地価は強含み傾向にある。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は、低層一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として熟成しており、地域要因に特段の変化はなく、当面は現状
のまま推移するものと把握される。地価水準は、引き続き強含み傾向で推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は実際の取引に基づいた価格で、市場を反映し説得力が高い。収益価格は収益性に着目した価格であるが、住
宅地においては土地の経済価値に見合った賃料を確保できず低位に試算される傾向がある。また、戸建需要者は収益性
より取引相場に着目する傾向がある。本件では、比準価格は規範性の高い取引事例から試算され説得力が高い。従って
、比準価格を重視し、収益価格を比較考量の上、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は、世田谷区及び隣接市区の駅徒歩圏の住宅地域である。需要者の中心は前記地域の居住者であるが、圏域
外からの転入者もみられ、中規模以上の画地には不動産開発業者や収益物件建築目的の投資家も参入する。住環境は良
好で、利便性も高いため、住宅地需要は堅調である。市場の中心価格帯は、土地は５０００～６０００万円程度である
。中規模以上の画地を分割して再販された新築戸建住宅では、総額５０００～７０００万円程度のものが多い。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

世田谷(都) － 32

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 4

世田谷(都)　 － 32 東京都 区部第７ 不動産鑑定士  阿部　章

アリビオアセットアドバイザーズ㈱

令和 6 6 25

令和 6 7 2

世田谷区砧三丁目１９７番３８
「砧３－３３－３６」

102

1：1.2 Ｗ 2

東4.4 m

区道

水道、

ガス、

下水

１低専
(50,100)
準防
高度地区1種
（その他）

(60,100)

15 11 15 40 低層住宅地

9.3 11 100 長方形

１低専
(60,100)
準防
高度地区1種

低層住宅地 方位                          +2.0

610,000

384,000

／

／

令和 6 460,000

60,800,000 596,000

□ □■

695,000

世田谷 35

102.4

104.0 118.6

102.0
589,000

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

+2.0

+2.0

+14.0

0.0

0.0

世田谷(都) 36

627,000

104.8

100.0 113.6

102.0
590,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+5.0

+5.0

+3.0

0.0

□ □

□ □

■
566,000

+5.3


